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電磁両立性（EMC）に係る事業者からの意見聴取結果について（案） 

 

令和４年９月 29 日 

技 術 基 盤 課 

システム安全研究部門 

 

１．概要 

技術基準規則解釈1第３５条（安全保護装置）において、デジタル安全保護系の適

用に当たっては JEAC4620 が引用され、「想定される電源擾乱、サージ電圧、電磁波

等の外部からの外乱・ノイズの環境条件を考慮して設計し、その設計による対策の

妥当性が十分であることを確証すること」とされているが、EMC 対策としての具体

的適用規格は規定していない。 

原子力規制庁は、令和３年１２月１６日に事業者意見を聴取する会合2を開催し、

同会合において、原子力エネルギー協議会（ATENA）から、具体的な EMC 対策とし

て達成すべき水準、共通要因故障としての EMC の対象とするべき機器、一般産業の

電子機器として求められる水準との比較等については産業界の自主的活動として

検討を継続する、産業界の対応内容がまとまり次第、意見交換を要望するとの説明

を受けた。 

令和４年９月１２日に事業者意見を聴取する会合3を開催し、ATENA から検討結果

を聴取した（参考参照）ことから、その結果を報告する。 

２. ATENA からの説明と聴取の結果 

２．１ ATENA からの説明の概要 

（１）国内試験項目と国際規格の比較調査の対象 

○ 安全保護系におけるデジタル機器を対象とし、対象部位は、IEC 規格で定義

されている 4 種類の機器（AC 電源ポート、DC 電源ポート、制御・信号ポー

ト、筐体）とした。 
○ 3 プラントを対象に国内試験項目と国際規格（IEC 規格等）の比較調査を実

施した。 

（２）国内試験項目と国際規格の比較調査の結果 

○ IEC 規格で考慮対象としている電磁的事象のうち、IEC 規格に準じるか、自

主基準にて実施しているもの：静電気、インパルス磁界、DC 電源リップル、

無線周波、高速トランジェント、電源周波数磁界、減衰振動磁界、AC 電源電

圧低下、AC 電源電圧変動、AC 電源周波数変動、DC 電源電圧低下、サージ 
○ プラントによっては試験実績がないもの：無線周波のケーブル伝導、減衰振
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動波、正弦波コモンモード伝導 
○ 試験実績のないもの：エミッション 

（３）産業界の見解と活動計画 

○ これまでの実績から、典型的な電磁的事象の影響によっても「原子力発電所

の安全機能を損なわない」という目標は現状でも達成できている。 
○ しかしながら、国際規格は EMC 試験の網羅性・統一性を目指して整備され

ており、国際規格を参照して国内での EMC 試験の標準化を進める事が、よ

り信頼性の高い設備構築に資すると考える。 
○ 上記方針及び、活動計画を年内に ATENA レポートとしてまとめ、運営会議/

ステアリング会議で安全対策実施を指示し、事業者のコミットの上、その活

動状況を ATENA が随時フォローする。 
○ 今後、上記フォロー結果を、2023/2024/2025 年度と適宜規制庁へ報告する。 
○ 現状では IEC62003 を直接参照する方針だが、上記活動成果を受け、最終的

に ATENA レポート化し、担当協会への規格化(JIS 化、JEAC 化など)の提言

も検討する。 

２．２ 聴取の概要 

（１）国際規格との整合 

ATENA から、国際規格は EMC 試験の網羅性・統一性を目指して整備されて

いると認識しているとの説明があった。国際規格は国際的にはベースラインと考

えられており、活動の方向性として望ましいと考える。例えば、太陽フレア等に

対する影響について IEC 規格に従って一定の水準での耐性が考慮されていれば

発電所内部の機器に影響が出ることはない、というようなことが海外では定量的

に示されつつあるので、そうした国際的なベースラインを用いた評価との対比も

容易になる。 

（２）対象範囲 

安全に影響を及ぼす可能性のある常用制御系（例えば、BWR の制御棒駆動系、

給水制御系等）や事故時監視計装については資料には記載されていないが、検討

対象と考えているのか質問したところ、ATENA から、まずは安全保護系のデジ

タル機器を対象に考えているが、これらの機器についても自主活動として展開す

ることを考えているとの説明があった。 
 
（３）国内試験項目と国際規格の比較調査の代表性 

適用規格の有無やその種類についてはプラントメーカーにより異なる結果であ

ったことから、調査プラントの代表性について質問したところ、ATENA から、

代表性という観点から精査したわけではないが、各プラントメーカーの最新プラ

ントの調査結果で、導入初期から同じ考え方であり、大きな違いはないとの説明

があった。 
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（４）新たに導入した機器による影響 
新たに導入した機器（特に汎用機器）との相互干渉による影響について質問し

たところ、ATENA から、周辺ノイズ環境の測定において把握するとの説明があ

った。周辺ノイズ環境の測定結果は、現在のレベルを把握できることから重要な

情報であると考える。また、このような測定は、国際的にもあまり例のないこと

であり、結果を海外にも発信することは有益であると考える。 
 
（５）規格化に対する考え方 

最終的には規格化（JEAC 等）を検討するという説明だが、IEC 規格を取り入

れれば、早期に対応が出来る、太陽フレアの影響等を考慮する場合に国際規格と

いうベースラインとの比較が容易といった観点から、IEC 規格を取り入れること

は考えていないのかという質問に対し、ATENA から、現状では活動成果に応じ

てまずは IEC 規格を参照する方針であり、さらに国内規格化するかは次のステッ

プであると考えるとの説明があった。 
 

３．今後の対応 

技術基準規則解釈4第３５条（安全保護装置）には、EMC 対策としての具体的適用

規格は規定していない。しかし、ATENA は、国際規格を参照して国内での EMC 試験

の標準化を進める事が、より信頼性の高い設備構築に資するとして、現状では

IEC62003 を直接参照する方針であり、担当協会への規格化(JIS 化、JEAC 化など)
の提言も検討するとしている。また、活動方針、計画、結果等について、ATENA レ

ポートとしてとりまとめるとともに、原子力規制庁に適宜報告するとしている。 

以上を踏まえ、今後も ATENA の活動を注視し、活動の内容を聴取することとした

い。 
 

 

（参考）第 21 回新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会合 資料２１－１ 
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